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要望活動 

 
令和 7 年度予算要望書を提出（令和 6 年 5 月 28 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学省、厚生労働省、こども家庭庁あてに令和 7 年度予算要望書を提出

しました。 

• 令和 7 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 令和 7 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 令和 7 年度こども家庭庁予算要望事項(PDF) 

 

令和 6 年度予算要望書を提出（令和 5 年 6 月 27 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣、こども家庭庁あてに令和 6 年度予算要望書を

提出しました。 

• 令和 6 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 令和 6 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 令和 6 年度こども家庭庁予算要望事項(PDF) 

令和 5 年度予算要望書を提出（令和 4 年 5 月 10 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに令和 5 年度予算要望書を提出しました。 

 

• 令和 5 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 令和 5 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

令和 4 年度予算要望書を提出（令和 3 年 5 月 11 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに令和 4 年度予算要望書を提出しました。 

 

• 令和 4 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 令和 4 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

令和 3 年度予算要望書を提出（令和 2 年 6 月 9 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに令和 3 年度予算要望書を提出しました。 

 

• 令和 3 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 令和 3 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

 

 

 

 

https://www.jpald.net/about/pdf/request_2024_01.pdf
https://www.jpald.net/about/pdf/request_2024_02.pdf
https://www.jpald.net/about/pdf/request_2024_03.pdf
https://www.jpald.net/about/pdf/request_2023_01.pdf
https://www.jpald.net/about/pdf/request_2023_02.pdf
https://www.jpald.net/about/pdf/request_2023_03.pdf
https://www.jpald.net/about/pdf/request_2022_01.pdf
https://www.jpald.net/about/pdf/request_2022_02.pdf
https://www.jpald.net/about/pdf/request_2021_01.pdf
https://www.jpald.net/about/pdf/request_2021_02.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20200706_02.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20200706_01.pdf
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令和 2 年度予算要望書を提出（令和 1 年 5 月 28 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに令和 2 年度予算要望書を提出しました。 

 

• 令和 2 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 令和 2 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

平成 31 年度予算要望書を提出（平成 30 年 5 月 15 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに平成 31 年度予算要望書を提出しました。 

 

• 平成 31 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 平成 31 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

平成 30 年度予算要望書を提出（平成 29 年 5 月 09 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに平成 30 年度予算要望書を提出しました。 

 

• 平成 30 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 平成 30 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

平成 29 年度予算要望書を提出（平成 28 年 4 月 26 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに平成 29 年度予算要望書を提出しました。 

 

• 平成 29 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 平成 29 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

平成 28 年度予算要望書を提出（平成 27 年 4 月 27 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに平成 28 年度予算要望書を提出しました。 

 

• 平成 28 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 平成 28 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

 

平成 27 年度予算要望書を提出（平成 26 年 4 月 8 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに平成 27 年度予算要望書を提出しました。 

 

• 平成 27 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 平成 27 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jpald.net/pdf/youbou/20190625_02.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20190625_01.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20180723_02.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20180723_01.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20170731_02.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20170731_01.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20160606_01.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20160606_02.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20150427_01.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20150427_02.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20140408_01.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20140408_02.pdf
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平成 26 年度予算要望書を提出（平成 25 年 4 月 4 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに平成 26 年度予算要望書を提出しました。 

 

• 平成 26 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 平成 26 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

平成 25 年度予算要望書を提出（平成 24 年 4 月 12 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに平成 25 年度予算要望書を提出しました。 

 

• 平成 25 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 平成 25 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

平成 24 年度予算要望書を提出（平成 23 年 7 月 1 日） 

全国ＬＤ親の会では、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに平成 24 年度予算要望書

を提出しました。 

• 平成 24 年度内閣府関係予算要望事項(PDF) 

 

• 平成 24 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 平成 24 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

平成 23 年度予算要望書を提出（平成 22 年 7 月 1 日） 

全国ＬＤ親の会では、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに平成 23 年度予算要望書

を提出しました。 

• 平成 23 年度内閣府関係予算要望事項(PDF) 

 

• 平成 23 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 平成 23 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

図書館の障害者サービスの充実に係る要望書(平成 21 年 10 月 26 日) 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣宛に「著作権法改正に伴う図書館の障害者サービスの充実に係

る要望書」を提出しました。 

• 「著作権法改正に伴う図書館の障害者サービスの充実に係る要望書」(PDF)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jpald.net/pdf/youbou/20130404_01.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20130404_02.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20120412_01.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20120412_02.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20110623_01.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20110623_02.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20110623_03.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/2010062201.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/2010062202.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/2010062203.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/20091026.pdf
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平成 22 年度の予算要望書を提出(平成 21 年 6 月 25 日) 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣あてに平成 22 年度予算要望書

を提出しました。 

• 平成 22 年度文部科学省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 平成 22 年度厚生労働省関係予算要望事項(PDF) 

 

• 平成 22 年度国土交通省関係予算要望事項(PDF) 

教科用特定図書普及促進要望書を提出（平成 21 年 7 月 9 日） 

全国ＬＤ親の会では、文部科学大臣あてに教科用特定図書普及促進要望書を提出しました。 

 

• 教科用特定図書普及促進要望書(PDF) 

障害の有無にかかわらず、全ての子どもひとりひとりに適した教科書を！！ 

全国ＬＤ親の会は、発達障害や弱視等の視覚障害、ディスレクシア等による視覚認知の困難、その他

の障害のある児童・生徒のために、バリアフリー化された教科書を 使った教育支援の輪が広がって

いくことは、子どもたちが教育をうける権利を保障するためにも急務であり、なによりも大切なこと

と考えています。 

また、上記のような障害や困難を持つ人が、より身近なところで支援を受けられるようになること、複

製・デジタル化・音声化等の支援手段についても、多くの選択肢の中から、個々の特性に応じて選

択できるようになることが大切であり、一つの手法・技術に偏ることなく、多様な支援手段の開発

や普及が広く進むことを望んでいます。特にこの分野については、「教科書バリアフリー法」の制定、

「著作権法の一部改正」を受け、ＩＴ技術の目覚ましい進展を受けて、新たな手法・技術の開発や研究が 

急ピッチで進められており、選択肢が広がっていくことが期待されています。これは、１ 

～２年前には考えられなかった状況の変化であり、全国ＬＤ親の会としても、従来の対応や見解を

見直す時期にあると考えています。 

全国ＬＤ親の会はＬＤ等の発達障害のある人や家族のための当事者団体であり、あくまでも「当事

者支援」を主眼とした活動が大切です。改めて原点に立ち返る必要があると考えます。 

法律の制定や改正の趣旨が一人ひとりの困難を持つ人の支援に生かされることが望まれます。その

ため、全国ＬＤ親の会は発達障害関係の当事者団体として、日本発達障害ネットワーク等とも連携

し、関係省庁や研究機関等とも幅広く情報交換をしながら、この問題について、主体性をもって、

取り組んでいく方針です。 

 

「教科用特定図書普及促進法※」（教科書バリアフリー法） 

• 第７条 

国は、発達障害その他の障害のある児童及び生徒であって検定教科用図書等において一般的に使

用される文字、図形等を認識することが困難なものが使用する教科用特定図書等の整備及び充実を

図るため、必要な調査研究等を推進するものとする。 

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 

• 「著作権法第３３条の２」 

教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載さ

れた著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用い

http://www.jpald.net/pdf/youbou/2009062501.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/2009062502.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/2009062503.pdf
http://www.jpald.net/pdf/youbou/2009070901.pdf
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られている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方

式により複製することができる。 

２  前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物（略）を作成しようとする者は、あら

かじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として（略）頒布する

場合にあっては、（略）補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。（以下略）詳し

くは「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及促進等に関する法律等の施行につい

て（通知）」（平成 20 年 9 月 17 日）をご覧ください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kakudai/houritsu/08100610.htm 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kakudai/houritsu/08100610.htm

